
親族後見人向け動画［令和４年11月配信］

後見事務報告について
～業務の留意点と報告書の書き方～

成年後見制度利用促進基本計画に基づく中核機関 よこはま成年後見推進センター

（運営：横浜市社会福祉協議会 横浜生活あんしんセンター） 1

お伝えする内容

１ 後見業務の留意点について

２ 後見事務報告書等について
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後見人等の業務

（０ 後見事務計画書の提出）

※審判確定後概ね１か月以内

１ 日々の後見業務

→後見事務経過一覧表(資料A)で記録化を！

２ 家庭裁判所への定期的な報告

→原則、１年に１回
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毎
年
繰
り
返
し
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主な実務における留意点を見てみましょう！

（１）財産の管理

（２）各種契約

（３）住まい

（４）相続

（５）後見人等の職務終了

（６）その他 5

１ 後見業務の留意点について

１ 後見業務の留意点について

（参考）

「成年後見人 Q＆A」

横浜家庭裁判所（後見係）

ホームページから
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https://www.courts.go.jp/yokohama/saiban/

tetuzuki/kasaikouken/index.html

この後のスライドでご紹介する各種様式も、
このURLに掲載していますので、
ご確認ください。



１ 後見業務の留意点について

（１）財産の管理

■確実に管理できる方法を選択する

名義→本人名義 又は「〇〇 成年後見人 ●●」

定期的な収支→一元管理、口座振替・自動送金が有効

■本人の財産から支出できるもの

後見事務費 例）面会時の交通費、郵券代

【注意！】後見等報酬については、別途申立てが必要 7

■財産の処分は、必要最低限の範囲

＊ 根拠を示して説明できるように！
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１ 後見業務の留意点について

（１）財産の管理



１ 後見業務の留意点について

（１）財産の管理

よくあるご質問① 「収支管理の方法は？」

■金銭出納帳（様式問わず）で都度記録しておきます

■領収書やレシート等は、項目ごとに整理して保管します
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■介護・福祉サービス等の利用契約

・契約書や重要事項説明書の内容を確認（説明を受ける）

・後見人等の名で契約締結（本人名に併記する場合もある）

■サービス提供状況の確認

・サービス内容・実績を確認（支援計画に基づいているか）

＊ 契約締結後は、本人に適切なサービス等が提供されているか

をよく確認していく 10

１ 後見業務の留意点について

（２）各種契約



１ 後見業務の留意点について

（２）各種契約

■入院申込等の契約（医療）

・主治医の説明を受け、治療方針を確認

【注意！】後見人等としては、医療同意の権限はない

また、身元引受人や保証人になれない
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１ 後見業務の留意点について

（３）住まい（居住用不動産）

居住している・いないに関わらず、本人に大きな影響を及ぼすもの

■処分

事前に家庭裁判所の許可が必要

（居住用不動産処分許可申立て）

■修繕

本人の財産状況を勘案し、根拠をもって家庭裁判所に相談
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１ 後見業務の留意点について

（３）住まい（居住用不動産）

よくあるご質問② 「不動産処分の許可をもらうには？」

■申立書（様式：成年後見人Q＆A資料編）
■申立手数料及び書類送付費用
■添付書類
上記のものを家庭裁判所に提出してください。
（詳細は成年後見人Q＆A参照）
＊ 事前に家庭裁判所への問合せをお勧めいたします。 13

１ 後見業務の留意点について

（４）相続（本人が相続人である場合）

■原則として、法定相続分を確保する

■本人・成年後見人 両者共に相続権がある場合等

→特別代理人の申立て

■保佐、補助の場合は、本人状況を勘案し、代理権や

同意・取消権の追加申立てで対応することもある
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１ 後見業務の留意点について

（５）後見人等の職務の終了

■ 本人の能力が回復した場合、

あるいは 本人が死亡した場合 終了

■ 本人が死亡した場合は、相続法に 移行

＊ 以降の対応は、基本的に相続人に任せることになります。
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■後見人等の辞任

・正当な理由がある場合のみ（家庭裁判所の許可が必要）

・「欠格」の場合は、自動的に地位を失う

・辞任申立てと同時に後任の後見人選任の申立てを！

＝本人の保護

■後見人等の解任

・本人のため、十分注意を払って誠実な職務遂行を！ 16

１ 後見業務の留意点について

（６）その他



１ 後見業務の留意点について

（６）その他

■後見監督
・家庭裁判所、あるいは家庭裁判所から選任された後見監督人

・家庭裁判所に相談する場合

■類型の変更

・本人の類型と実際の能力とに大きく差異があり、

後見等実務に齟齬がある場合は、家庭裁判所に相談

■複数後見
・実務を行う上で、家庭裁判所が相当と認める場合
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（参考：資料B）

作成基準日 から事務報告書等を作成開始し、

報告期間 （作成基準日から過去１年間）についての報告書を

報告期限 までに家庭裁判所に提出。
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２ 後見事務報告書等について

■ 報告するタイミング
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■事例（資料C）を基に、

記載方法を確認しましょう。
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２ 後見事務報告書等について

■ 事務報告書類の実際
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後見事務報告書 (D)
財産目録 (E)

報酬付与申立書 (F)
報酬付与申立事情説明書 (G)

＊報酬を請求する場合

２ 後見事務報告書等について

■ 家庭裁判所への定期的な事務報告

２ 後見事務報告書等について

■ 報酬付与申立ての流れ
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事務報告
と共に
報酬付与
申立て

家庭裁判所が
妥当な金額を
決 定

本人から
報酬受取

・後見人の活動内容
・本人の資産状況



ご視聴ありがとうございました

よこはま成年後見推進センター

電話：045-201-2088 FAX：045-201-9116

31


	スライド 1: 親族後見人向け動画［令和４年11月配信］  　　　後見事務報告について 　～業務の留意点と報告書の書き方～
	スライド 2: お伝えする内容
	スライド 3: 後見人等の業務
	スライド 4
	スライド 5
	スライド 6: １　後見業務の留意点について
	スライド 7: １　後見業務の留意点について 　（１）財産の管理
	スライド 8: １　後見業務の留意点について 　（１）財産の管理
	スライド 9: １　後見業務の留意点について 　（１）財産の管理
	スライド 10: １　後見業務の留意点について 　（２）各種契約
	スライド 11: １　後見業務の留意点について 　（２）各種契約
	スライド 12: １　後見業務の留意点について 　（３）住まい（居住用不動産）
	スライド 13: １　後見業務の留意点について 　 （３）住まい（居住用不動産）
	スライド 14: １　後見業務の留意点について 　（４）相続（本人が相続人である場合）
	スライド 15: １　後見業務の留意点について 　（５）後見人等の職務の終了
	スライド 16: １　後見業務の留意点について 　（６）その他
	スライド 17: １　後見業務の留意点について 　（６）その他
	スライド 18: 　　２　後見事務報告書等について
	スライド 19
	スライド 20: 　　２　後見事務報告書等について
	スライド 21
	スライド 22
	スライド 23
	スライド 24
	スライド 25
	スライド 26
	スライド 27
	スライド 28
	スライド 29: 　　２　後見事務報告書等について
	スライド 30: 　　２　後見事務報告書等について
	スライド 31: ご視聴ありがとうございました

